
 

Instructions for use

Title 北海道大学法学会記事・編集後記・お詫び

Citation 北大法学論集, 20(3), 53-58

Issue Date 1969-12

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/27886

Type bulletin (other)

Note 雑報

File Information 20(3)_P53-58.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


報雑

北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O 

昭
和
四
四
年
三
月
二

O
日
〈
金
〉

午
後
一
時
半
五
時
半

「
北
海
道
の
選
挙
地
図
」

|
|
昭
和
四
三
年
度
の
参
議
院
選
挙
に
つ
い
て
|
|

報
告
者

荒
木
俊
夫

JII 
晃

出
席
者

二
五
名

選
挙
結
果
予
測
の
た
め
の
-
調
査
と
選
挙
の
学
問
的
分
析
調
査
と
は
、
本
来

そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
こ
の
報
告
で
意
図
さ
れ
た
選
挙
地
理
学
は
、
実
態

調
査
に
官
庁
資
料
を
組
み
合
わ
せ
て
選
挙
地
図
を
作
り
、
当
該
選
挙
に
現
わ

れ
た
特
色
や
傾
向
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
い
う
な
ら
ば
選
挙
の
学

問
的
分
析
調
査
の
一
方
法
と
い
え
よ
う
。
か
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
選
挙
地

図
か
ら
引
き
出
し
う
る
内
容
と
し
て
は
、
そ
れ
程
深
い
も
の
は
望
み
え
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
当
該
選
挙
の
そ
れ
な
り
の
性
格
や
特
色
は
読
み
取
り
う
る

で
あ
ろ
う
と
、
小
川
教
授
は
前
置
き
さ
れ
る
。

報
告
者
は
四
コ
一
年
の
参
院
選
挙
に
関
す
る
官
庁
資
料
を
駆
使
し
て
、
市
部

4 

2 

と
郡
部
に
お
け
る
投
票
情
況
等
1

1
投
票
率
の
男
女
差
、
市
部
と
郡
部
の
投

票
率
の
差
、
更
に
農
村
・
漁
村
・
林
村
聞
の
投
票
率
の
差
、
年
令
別
投
票

率
、
党
の
得
票
数
の
職
業
別
に
よ
る
差
、
タ
レ
ン
ト
候
補
の
得
票
情
況
、
第

三
次
産
業
と
得
票
の
関
係
等
ー
ー
を
分
析
し
、
地
図
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。

都
市
的
現
象
と
し
て
は

ー
、
歩
票
率
が
低
い

2
、
五

O
代
の
投
票
率

が
高
い

3
、
投
票
率
の
男
女
差
は
接
近
し
て
い
る

4
、
自
民
党
の
得
票

-
p
t
、

，刀，

Q
f
E
L

5
、
公
明
党
の
得
票
が
多
い

6
、
タ
レ
ン
ト
候
補
が
最
も
多

い
得
票
を
あ
げ
て
い
る
等
々
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
上
川
・
空
知
等
の
農
村

的
現
象
と
し
て
は

ー
、
投
票
率
が
高
い

2
、
自
民
党
の
得
票
が
多
く
、

社
会
党
の
そ
れ
が
少
な
い

3
、
公
明
党
、
タ
レ
ン
ト
候
補
の
得
票
、
か
少
な

ぃ
。
漁
村
的
現
象
と
し
て
は
、
ー
、
投
票
率
が
低
い

2
、
投
票
率
の
男
女

差
に
お
い
て
女
性
が
高
い

3
、
無
効
票
に
つ
い
て
は
地
方
区
と
全
国
区
と

が
逆
に
な
っ
て
い
る

4
、
自
民
党
の
得
票
が
最
も
多
く
社
会
党
の
得
票
が

少
な
い

5
、
公
明
党
の
得
票
が
多
く
、
タ
レ
ン
ト
候
補
の
そ
れ
が
少
な
い
。

2
、
女
性
の
投
票
率
が
高
い

林
村
的
現
象
と
し
て
は
、
ー
、
投
票
率
は
高
い

と
こ
ろ
が
あ
る

3
、
自
民
党
の
得
票
は
少
く
社
会
党
の
そ
れ
は
多
い

4
、公

明
党
、
タ
レ
ン
ト
候
補
の
得
票
は
少
な
い
、
等
々
が
特
色
と
し
て
示
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
官
庁
資
料
を
基
に
作
ら
れ
た
選
挙
地
図
か
ら
何
を

読
み
取
る
か
は
、
地
図
の
読
者
の
実
践
目
的
な
り
研
究
目
的
に
よ
っ
て
規
定
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さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
客
観
化
さ
れ
た
選
挙
地
図
そ
の
も
の
の
作
成

は
、
政
治
学
の
一
方
法
と
し
て
意
義
あ
る
作
業
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。

O 

昭
和
四
四
年
五
月
九
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
|
五
時
半

「
学
生
参
加
の
問
題
」

報
告
者

小
山

弁

深
瀬
忠

出
席
者

二
五
名

一
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
参
加
に
つ
い
て

昨
年
滞
仏
中
に
五
月
革
命
に
遵

遇
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
改
革
に
つ
い
て
ひ
と
き
わ
深
い
関
心
を

一
ホ
さ
れ
て
い
た
深
瀬
教
授
に
、
先
ず
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
改
革
法
に
つ
い
て
報

告
し
て
賞
っ
た
。
報
告
者
に
は
、
五
月
革
命
の
勃
発
の
社
会
的
原
因
か
ら
大

学
改
革
法
の
成
立
、
同
法
の
使
命
、
内
容
に
つ
い
て
も
詳
し
く
レ
ポ
ー
ト
し

て
貰
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
学
生
参
加
の
問
題
に
し
ぼ
っ
て
紹
介
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

法学会記事

大
学
改
革
法
一
条
は
、
大
学
の
使
命
を
第
二
次
産
業
革
命
後
の
発
達
せ
る

機
械
を
駆
使
し
て
進
歩
に
適
合
し
、
責
任
あ
る
自
主
的
決
定
を
な
し
う
る
人

間
性
の
た
め
の
教
育
を
行
な
う
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。
そ
の
基
底
に
あ
る
哲

学
は
、
十
九
世
紀
の
静
的
社
会
契
約
観
念
に
か
え
て
お

8
5円
借
司
H
O
B
o
-

t
cへ
の
観
念
に
代
表
さ
れ
る
と
い
う
。

か
よ
う
な
大
学
の
使
命
な
い
し
理

念
の
変
遷
に
伴
っ
て
、
改
革
法
は
、
い
ろ
い
ろ
の
新
し
い
大
学
改
革
の
内
容

を
盛
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
制
約
上
、
主
と
し
て
「
学

生
参
加
」
の
問
題
に
つ
い
て
だ
け
取
り
上
げ
て
お
く
。

日
本
に
お
け
る
と
同
様
フ
ラ
ン
ス
で
も
大
学
自
治
は
、
従
来
教
授
会
自
治

と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
か
よ
う
な
教
授
会
自
治
に
対
し
て
、
管

理
運
営
へ
の
学
外
者
ハ
%
以
下
)
及
び
学
生
の
参
加
を
認
め
る
(
評
議
会
)

と
い
う
形
で
、
先
ず
教
授
会
自
治
の
原
則
が
修
正
さ
れ
た
。
人
事
に
つ
い
て

も
評
議
会
な
り
教
援
会
に
学
生
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
個
々
の
教
官
人
事
に
は
介
入
し
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
外
改
革
法
は
、
予
算
・
財
政
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
教
科
内
容
に
つ
い

て
も
大
学
の
自
主
的
決
定
権
を
認
め
、
中
央
集
権
的
大
学
か
ら
自
主
独
立
の

大
学
に
変
え
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
日
本
の
大
学
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
大
学
や
教
授
会
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
る
権
限
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
応
立

法
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
学
生
参
加
は
そ
の
中
で
も
殊
に
重

要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二
、
ノ
l
ル
ウ
ェ
イ
に
お
け
る
学
生
参
加
に
つ
い
て

小
山
教
授
に
よ
れ

ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
改
革
が
教
え
る
者
と
教
え
ら
れ
る
者
と
の
考
え
を
脱

し
切
れ
な
い
、
い
う
な
ら
ば
上
か
ら
の
改
革
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で

紹
介
さ
れ
る
ノ
l
ル
ウ
ェ
イ
の
例
は
、
私
立
の
或
る
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
(
高
等

北法20(3・54)299



そ券(一

4

!
 

報

学
校
)
の
例
で
は
あ
る
、
か
、
学
生
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
一
一
層
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
形
の
学
生
参
加
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
管
理
制
度
は
、
総
会
(
最
高
機
関
)

雑

と
評
議
会
(
議
決
及
び
執
行
機
関
)
か
ら
成
り
、
総
会
の
議
長
団
は
、

3
1
4

名
の
学
生
と
1
1
2
名
の
教
師
か
ら
成
り
、
評
議
会
は
4
名
の
学
生
と
3
名

の
教
師
か
ら
成
っ
て
い
る
。
常
に
学
生
の
側
が
多
数
を
占
め
、
学
生
の
意
向

が
基
本
的
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
評
議
会
が
学
校
活
動
の

基
本
方
針
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
校
長
や
教
師
の
任
命
も
評
議
会

で
決
定
す
る
。
評
議
会
は
週
二
回
公
開
さ
れ
、
校
長
と
父
兄
代
表
も
出
席
は

す
る
が
、
決
定
は
単
純
多
数
決
に
よ
る
と
い
う
極
め
て
徹
底
し
た
学
生
参
加

の
形
態
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
援
業
も
い
わ
ゆ
る
一
般
の
学
校
援
業
の
観
念

は
う
す
く
、
完
全
な
自
主
勉
強
の
方
法
を
と
っ
て
い
て
、
三
年
間
の
教
育
期

間
も
一
、
二
、
一
二
年
の
区
別
な
く
、
学
力
評
価
も
学
生
、
が
望
ま
な
け
れ
ば
な

さ
れ
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
教
師
の
役
割
は
、
自
主
的
勉
強

の
補
助
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

か
よ
う
な
徹
底
し
た
学
校
教
育
・
管
理
運
営
制
度
が
、
今
日
の
日
本
の
学

校
教
育
・
管
理
運
営
制
度
の
中
に
ど
れ
だ
け
採
り
入
れ
ら
れ
る
か
は
、
客
観

情
勢
に
よ
る
と
し
て
も
、
理
念
形
態
と
し
て
は
大
い
に
参
考
と
し
て
考
え
さ

せ
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

可

O 

昭
和
四
四
年
六
月
二

O
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
五
時
半

「
法
史
学
講
義
の
内
容
に
つ
い
て
」

-

i

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
の
た
め
の
討
論
資
料
と
し
て
|
|

報
告
者

芳
太
郎

菅

出
席
者

二
O
名

先
ず
報
告
者
は
、
自
分
の
「
法
学
」
及
び
「
法
史
学
」
の
講
義
内
容
の
輪

郭
を
一
不
さ
れ
る
。

「
法
学
」

(
教
養
講
義
〉
の
内
容
は
、
大
き
く
一
一
一
本
の
柱

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
、
(
経
済
と
法
)
資
本
主
義
法
、

a
t
(思

想
と
法
)
近
代
法
の
歴
史
的
背
景

(
ま
と
め
)
社
会
的
行
為
論
の
観

点
か
ら
(
制
度
・
文
化
)
で
あ
る
。
第
一
章
資
本
主
義
法
で
は
、
主
と
し
て

成
立
史
が
扱
わ
れ
、
西
欧
H
封
建
的
土
地
所
有
↓
私
的
所
有
・
市
民
社
会
・

国
家
、
公
私
法
略
説
。
日
本
H
明
治
維
新
、
法
制
輸
入
、
公
私
法
略
説
。
更

に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
法
の
分
裂
が
主
要
な
テ
l
マ
と
さ
れ
る
。
第
二
章
近
代
法
の

歴
史
的
背
景
で
は
、
先
ず
人
権
宣
言
の
歴
史
的
意
義
が
説
か
れ
、
そ
れ
に
至

る
ま
で
に
歴
史
的
に
い
か
な
る
法
制
度
な
い
し
法
思
想
が
存
在
し
発
展
し
て

き
た
か
が
、
古
典
法
律
学
、
ゲ
ル
マ
ン
社
会
の
法
観
念
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の

自
然
法
論
(
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
)
、
近
代
私
法
史
(
中
世
後
期
の
ロ

1
7
法
学
、

近
世
自
然
法
論
、
パ
ン
デ
ク
テ

γ
法
学
)
を
主
な
素
材
と
し
て
説
か
れ
る
。

そ
し
て
ま
と
め
と
し
て
、
第
一
一
一
章
社
会
的
行
為
論
の
観
点
か
ら
制
度
や
文

北法20(3・55)300



化
に
つ
い
て
の
一
般
的
講
義
が
な
さ
れ
る
と
い
う
。
右
に
述
べ
た
よ
う
な
豊

富
な
素
材
を
用
い
乍
ら
、
問
題
視
角
は
、
近
代
市
民
法
の
生
成
と
個
人
の
尊

重
の
思
想
が
、
い
か
に
し
て
生
成
発
展
し
て
き
た
か
の
理
解
を
助
け
る
こ
と

に
報
告
者
の
問
題
視
角
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

尚
法
学
部
に
お
け
る
法
史
学
の
講
義
内
容
は
、
第
二
章
近
代
法
の
歴
史
的

背
景
で
の
べ
ら
れ
た
、
古
典
法
律
学
、
ゲ
ル
マ
ン
社
会
の
法
観
念
、
キ
リ
ス

ト
教
会
の
自
然
法
論
、
近
代
私
法
史

l
i
中
世
後
期
の
ロ

1
7
法
学
、
近
世

自
然
法
論
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
l

|
の
内
容
を
細
部
に
わ
た
っ
て
説
き
な

が
ら
、
法
的
思
惟
の
意
義
と
制
度
と
文
化
の
問
題
へ
の
思
考
の
展
開
を
助
け

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
講
義
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
。

討
論
で
、
近
代
法
の
原
理
を
体
得
す
る
こ
と
が
、
今
日
の
法
学
習
得
の
日

的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
市
民
」
の
歴
史
を
辿
る
こ

と
、
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は

近
代
法
思
想
の
原
理
の
一
つ
で
も
あ
る
合
理
主
義
、
推
理
主
義
を
理
解
す
る

有
力
な
手
助
け
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。

」
の
外
、
経
済
と
法
、
法
思
想
史
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
の
法
思
想

比
較
、
個
人
主
義
と
合
理
主
義
と
の
関
連
、
中
世
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」

法学会記事

の
概
念
等
を
め
ぐ
っ
て
も
、
法
史
学
講
義
と
の
関
連
で
討
論
さ
れ
た
こ
と
を

附
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

昭
和
四
四
年
七
月
二
五
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
五
時
半

O 

「
九
月
以
降
の
法
学
会
の
課
題
に
つ
い
て
」

報
告
者

松

弘

陽

沢

「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
事
情
に
つ
い
て
」

報
告
者

保

喜
志
夫

原

出
席
者

二
五
名

一
、
九
月
以
降
の
法
学
会
で
は
、
大
学
問
題
を
連
続
的
に
検
討
し
て
い
く
構

想
が
、
次
期
幹
事
の
松
、
沢
教
授
よ
り
提
案
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
意
見
交

換
が
行
な
わ
れ
た
。
欠
席
者
に
も
検
討
し
て
貰
う
た
め
、
提
案
の
要
旨
を
紹

介
し
て
お
き
た
い
。
大
略
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
問
題
を
検
討
し
て
行

き
た
い
と
い
う
提
案
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
第
一
グ
ル
ー
プ
で
は
、
-
〉
谷
1

r
F
ω
弓

何

HHP
吋

R
E
o
-
D
句

ω
昆
Hr巾

m
g
L
O
B
E
-
島
田
訳
・
科
学
革
命

と
大
学
(
中
公
・
一
九
六
七
)
、

2
問
。

F
n
z円

F
吋

}
M
0
5
2
0同

po

C
2
5
5
q
W
E
B
-
茅
監
訳
・
大
学
の
効
用
(
東
大
出
版
会
・
一
九
六
一
一
一
)

3
H
V
R
}内
5
P
F
B
2
〉
・
吋
『
巾

C
2耳
目
見
可

5
H
S
E
E
D
P
-
u
m
m

訳
・
大
学
の
未
来
像
(
東
大
出
版
会
・
一
九
六
八
)
、

4
E
g
g
s
-
巴

-P-

。・γロ
r
p
叶

r
o
m
g《

凶
作

HHMM口
同
ぬ
ぐ

O}戸
HFop
一
回
目
∞
-

国
弘
訳
・
大
学
革
命

(
サ
イ
マ
ル
出
版
・
一
九
六
九
)
、

5
内
田
・
衛
藤
編
・
新
し
い
大
学
像
を
も

と
め
て
(
日
評
・
一
九
六
九
〉
の
参
考
文
献
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

井
門

北法20(3・56)301
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は
「
学
問
と
は
何
か
」
「
大
学
と
は
何
か
」
と
い
う
大
学
の
根
本
的
な
あ
り

方
を
探
究
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
二
グ
ル
ー
プ
で

雑

は
、
今
日
の
学
生
運
動
の
運
動
主
体
の
主
張
や
主
な
政
党
の
大
学
政
策
等
を

検
討
し
、
今
日
の
激
動
す
る
社
会
の
中
に
お
け
る
大
学
の
実
態
と
大
学
改
革

運
動
の
実
態
を
正
し
く
把
え
、
も
っ
て
大
学
改
革
の
方
向
を
模
索
せ
ん
と
企

図
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
二
グ
ル
ー
プ
で
は
、

1
日
本
共

産
党
出
版
局
編
・
当
面
す
る
大
学
問
題
(
一
九
六
九
〉
、

2
自
民
党
文
教
制

度
調
査
会
・
国
民
の
た
め
の
大
学
、

3
現
代
史
の
会
編
・
現
代
革
命
の
条

件、

4
山
本
義
隆
・
知
性
の
叛
乱

5
:
:
:
等
々
が
参
考
文
献
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
。

七
月
以
降
北
大
の
学
園
紛
争
も
俄
か
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
き
て
い
て
、

そ
の
帰
結
は
余
断
を
許
さ
ぬ
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
感
が
強
い
が
、
大
学
改

革
運
動
が
、
一
じ
ん
の
流
行
風
と
し
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に

も
、
法
学
会
を
含
め
て
種
々
の
研
究
会
で
有
益
な
成
果
が
結
実
し
て
く
る
こ

と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

二
、
本
年
七
月
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
ら
れ
た
保
原
助
教
授
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の

労
働
事
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
。

五
月
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
使
関
係
に
話
合
い
ム

l
ド
を
も
た
ら
し

た
。
ゼ
ネ
ス
ト
の
休
戦
協
定
で
あ
る
グ
ル
ネ
ル
協
定
に
よ
る
大
巾
賃
上
げ

ム
副
長
よ
〉
'

は
、
労
働
者
階
級
に
一
応
の
満
足
を
与
え
た
こ
と
、
社
会
主
義
政
党
内
閣
の

実
現
を
み
な
か
っ
た
こ
と
が
、
労
働
組
合
に
カ
の
限
界
を
覚
ら
せ
た
こ
と
、

お
よ
び
、
一
ヶ
月
間
の
ゼ
ネ
ス
ト
に
よ
る
生
産
の
ま
ひ
、
が
、
資
本
の
側
に
、
生

産
に
対
す
る
労
働
者
の
協
力
宏
と
り
つ
け
る
必
要
を
再
認
識
さ
せ
た
こ
と
な

ど
が
、
こ
の
ム

l
ド
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
六
八
年
一
一
月

の
全
国
金
属
機
械
協
約
の
成
立
〈
従
来
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
部
門
で
の
全
国

協
約
は
不
可
能
と
さ
れ
て
い
た
)
、
お
よ
び
、
一
九
六
九
年
二
月
の
労
使
に

よ
る
雇
用
促
進
機
関
の
設
置
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
九
六
八

年
二
一
月
の
企
業
内
の
組
合
活
動
を
保
護
す
る
た
め
の
立
法
は
、
労
働
者
の

企
業
参
加
へ
の
途
を
ひ
ら
く
管
の
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
常
識
は
ず
れ
の
大
巾
賃
上
げ
と
一
ヶ
月
間
の
生
産
停
止
は
、
こ

の
数
年
い
く
分
か
明
る
さ
を
取
戻
し
て
き
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
経
済
を
、
文
字

通
り
崩
壊
の
危
機
に
導
い
た
。
ポ
ン
ピ
ド
l
内
閣
の
出
現
に
よ
り
近
く
予
想

さ
れ
る
フ
ラ
ン
の
切
下
げ
に
伴
う
で
あ
ろ
う
実
質
賃
金
の
低
下
は
、
せ
っ
か

く
盛
上
っ
た
話
合
い
ム

l
ド
を
う
ち
こ
わ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
階
級
を
再

び
ゼ
ネ
ス
ト
に
追
い
や
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

付
記

八
月
以
降
は
、
夏
季
休
暇
お
よ
び
文
科
棟
封
鎖
の
た
め
法
学
会
が
開

催
さ
れ
て
い
な
い
。
(
編
集
委
員
U
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研
究
室
の
「
封
鎖
」
が
続
き
、
編
集
業
務
は
最
悪
の
条
件
下
に
お
か
れ
て

い
る
。予

定
さ
れ
て
い
た
原
稿
が
集
ま
ら
ず
、
本
号
は
、
量
的
に
、
予
告
を
か
な

り
下
廻
る
も
の
と
な
っ
た
。
現
下
の
深
刻
な
大
学
「
紛
争
」
に
誠
実
に
対
処

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
研
究
に
当
て
る
子
不
ル
ギ
!
と
時
間
が
削
減

さ
れ
る
結
果
に
な
る
わ
け
で
、
真
に
己
む
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に

は
、
研
究
主
体
の
職
業
生
理
と
職
業
病
理
を
ど
う
調
整
す
る
か
と
い
う
厄
介

な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
自
体
は
、
「
紛
争
」
解

決
後
も
、
ひ
き
続
き
論
議
の
的
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
の
異
常
事
態
は
あ
ら
た
め
て
紀
要
の
存

在
、
そ
の
性
格
と
役
割
に
た
い
し
、
深
刻
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

1
1し
か
し
、
こ
の
点
は
じ
つ
は
編
集
関
係
者
の
あ
い
だ

で
、
す
で
に
折
に
ふ
れ
て
、
論
じ
合
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
す
く
な
く
と
も
、
「
ジ
ユ
リ
ス
ト
出
で
て
法
協
亡
ぶ
」
時
勢
に
流
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
研
究
者
の
本
分
を
守
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に

今
こ
そ
紀
要
の
も
つ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
機
能
を
強
調

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
合
意
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
今
後
と
も
、
こ
の
方
針
を
堅
持
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

な
お
、
パ
リ
在
住
の
小
山
教
授
か
ら
、
タ
ヌ
ギ
ユ
イ
・
ド
・
ケ
ネ
タ
ン
尽

の
論
文
「
社
会
に
抗
す
る
学
生
た
ち
」
の
邦
訳
原
稿
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の

論
文
は
今
日
の
大
学
「
紛
争
〕
を
政
治
的
社
会
化
の
視
点
、
と
く
に
、
そ
の

構
造
的
次
元
に
ま
で
遡
る
変
革
と
い
う
立
場
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
、
興
味
深
い
。

本
号
の
編
集
業
務
継
続
中
の
一

O
月
三

O
日
に
文
科
棟
の
い
わ
ゆ
る
自
主

解
除
が
行
な
わ
れ
、
一
週
間
後
の
十
一
月
八
日
に
は
機
動
隊
導
入
に
よ
っ
て

全
学
の
す
べ
て
の
封
鎖
が
解
か
れ
た
。
し
か
し
、
法
学
部
練
は
建
物
自
体
が

と
り
わ
け
荒
廃
し
て
お
り
、
回
復
に
は
月
余
を
要
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

研
究
室
・
図
書
館
、
が
常
態
に
復
す
る
ま
で
に
は
更
に
長
い
時
間
を
必
要
と

す
る
で
あ
ろ
う
。
四
号
も
極
め
て
薄
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。

(
編
集
委
員
)

お

詫

び

前
号
(
第
二

O
巻
第
二
号
)
に
掲
載
し
た
「
札
幌
郊
外
地
区
(
手
稲
)

に
お
け
る
政
治
意
識
調
査
」

I
人
口
構
成
の
執
筆
者
、
蓮
池
穣
民
の
肩

書
き
、
北
海
道
立
総
合
経
済
研
究
所
所
員
が
脱
落
し
て
お
り
ま
し
た
の

で
謹
ん
で
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

政喜成 霊書 E J 
次

に資 の け 論

お 語政行行 る 骨
け 比較法 ....--. iご守料 の説第室第

展(発1) 予
の

(合意2) 
正にヒ1 

伊 速五

藤 藤嵐十

大 博

也清

北法20(3・58)303


	10011446.tif
	10011447.tif
	10011448.tif
	10011449.tif
	10011450.tif
	10011451.tif

